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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   平成２７年３月２３日（月） 

    開会  ９時００分 

    閉会 １２時２５分 

 

２ 場 所 

   教育委員室 

 

３ 出席者及び欠席委員の氏名 

   出席者 前田光久委員長、岩崎恭典委員、柏木康惠委員、山口千代己教育長 

   欠席者 森脇健夫委員 

 

４ 出席職員  

教育長 山口千代己（再掲） 

副教育長 信田信行、次長（教職員・施設担当）福永和伸 

次長（学習支援担当）山口顕、次長（育成支援・社会教育担当）長谷川耕一 

次長（研修担当）中田雅喜 

教育総務課 課長 荒木敏之、主幹 高屋勝資 

予算経理課 課長 中西秀行、班長 前川幸則、主幹 美濃泰夫 

教職員課 課長 梅村和弘、課長補佐兼班長 竹尾和彦、班長 早川巌 

     班長 小宮敬徳、主査 山北正也、主査 山下健康 

福利・給与課 課長 紀平益美、課長補佐兼班長 中野雅人 

学校施設課 課長 釜須義宏、班長 明石須美子 

高校教育課 課長 長谷川敦子、班長 吉田淳、指導主事 中田直人 

特別支援教育課 課長 東直也、特別支援学校整備推進監 大藤久美子 

        課長補佐兼班長 森井博之、主幹 大井雅博、主査 酒井未央 

保健体育課 課長 阿形克己、指導主事 熊野佳幸 

社会教育・文化財保護課 課長 田中彰二、課長補佐兼班長 辻喜嗣 

           主幹兼社会教育主事 奥村隆志、主査 伊野美穂子 

 

５ 議案件名及び採択の結果      

          件  名                     審議結果                                        

   議案第６７号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則案  原案可決 

   議案第６８号 教育長の営利企業等の従事許可の基準等に関する規  原案可決 

         則案 

   議案第６９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を  原案可決 

         改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規 

         則案 
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   議案第７０号 三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則の  原案可決 

         一部を改正する規則の一部を改正する規則案 

   議案第７１号 三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する  原案可決 

         規則案 

   議案第７２号 三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正  原案可決 

         する規則案 

議案第７３号 職員の懲戒処分について              原案可決 

議案第７４号 職員の人事異動（事務局）について         原案可決 

議案第７５号 職員の人事異動（県立学校）について        原案可決 

議案第７６号 職員の人事異動（市町立小中学校）について     原案可決 

議案第７７号 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則  原案可決 

      の一部を改正する規則案 

議案第７８号 公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関す  原案可決 

      る規則の一部を改正する規則案 

議案第７９号 県立高等学校の現業職員の給与等に関する規則の一  原案可決 

      部を改正する規則案 

議案第８０号 平成二十七年改正給与条例附則第三項から第五項ま  原案可決 

      での規定による給料に関する規則案 

議案第８１号 公立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を  原案可決 

      改正する規則案 

議案第８２号 公立学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正  原案可決 

      する規則案 

議案第８３号 公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正  原案可決 

      する規則案 

議案第８４号 公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を  原案可決 

      改正する規則案 

議案第８５号 公立学校職員の義務教育等教員特別手当に関する規  原案可決 

      則の一部を改正する規則案 

議案第８６号 公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則  原案可決 

      の一部を改正する規則案 

議案第８７号 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一  原案可決 

      部を改正する規則案 

議案第８８号 公立学校の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する  原案可決 

      規則の一部を改正する規則案 

議案第８９号 平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項まで  原案可決 

      の規定による給料に関する規則の一部を改正する規則 

      案 

議案第９０号 学校教育法施行細則の一部を改正する規則案     原案可決 

議案第９１号 三重県立学校における学校運営協議会を設置する学  原案可決 

      校の再指定について 
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議案第９２号 「三重県特別支援教育推進基本計画（仮称）」（案） 原案可決 

      について 

議案第９３号 平成３２年度全国中学校体育大会の開催承諾につい  原案可決 

      て 

議案第９４号 知事の補助職員等に対する教育委員会の権限の一部  原案可決 

      委任等に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第９５号 第三次三重県子ども読書活動推進計画（案）につい  原案可決 

      て 

議案第９６号 懲戒処分に係る管理監督責任について        原案可決 

 

６ 報告題件名    

         件  名  

   報告１ 平成２７年度事務局職員の人事異動報告について 

報告２ 平成２７年度県立学校教職員の人事異動報告について 

   報告３ 平成２７年度市町立小中学校教職員の人事異動報告について 

     

７ 審議の概要 

・開会宣言 

  前田光久委員長が開会を宣告する。 

 

・会議成立の確認 

  委員５名のうち４名の出席により、会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（平成２７年３月５日開催）の審議結果の確認 

  前回定例会審議結果の内容を確認し、全委員が承認する。 

 

・議事録署名人の指名 

  柏木委員を指名し、指名を了承する。 

 

・会議の公開・非公開の別及び進行の確認 

議案第７３号から議案第７６号、議案第９６号、報告１から報告３は人事管理に関

する案件であるため、議案第９３号は公表前であるため、非公開で審議することを承

認する。 

会議の進行は、非公開の議案第７３号、議案第９６号、議案第７４号から議案第  

７６号を審議し、報告１から報告３の報告を受け、議案第９３号を審議した後、公開

の議案第７１号から議案第７２号、議案第６７号から議案第７０号、議案第７７号か

ら議案第９２号、議案第９４号から議案第９５号を審議する順番とすることを承認す

る。 
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・審議事項 

議案第７３号 職員の懲戒処分について （非公開） 

教職員課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どお

り可決する。 

 

・審議事項 

議案第９６号 懲戒処分に係る管理監督責任について （非公開） 

教職員課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どお

り可決する。 

 

・審議事項 

議案第７４号 職員の人事異動（事務局）について （非公開） 

議案第７５号 職員の人事異動（県立学校）について (非公開) 

議案第７６号 職員の人事異動（市町立小中学校）について （非公開） 

報告１ 平成２７年度事務局職員の人事異動報告について （非公開） 

報告２ 平成２７年度県立学校教職員の人事異動報告について （非公開） 

報告３ 平成２７年度市町立小中学校教職員の人事異動報告について （非公開） 

 教職員課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どお

り可決する。また、全委員が本報告を了承する。 

 

・審議事項 

議案第９３号 平成３２年度全国中学校体育大会の開催承諾について （非公開） 

 保健体育課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案ど

おり可決する。 

 

・審議事項 

議案第７１号 三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案 (公開) 

(梅村教職員課長説明) 

議案第７１号 三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案 

三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案について、別紙のとおり

提案する。平成２７年３月２３日提出 三重県教育委員会教育長。 

  提案理由 三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案については、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第１項及び三重県教育委員会権

限委任規則第１条第１０号の規定により教育委員会の議決を要する。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

１ページから３ページが、規則改正の改め文です。まず、４ページの規則案要綱を

ご覧ください。主な改正点、３点ございます。１点目が、新たに「教育政策課」、「学

力向上推進プロジェクトチーム」を設置するなど本庁内部組織及び分掌事務を改正す

ることに伴い所要の改正を行う。２点目が、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部改正に伴う所要の改正を行う。３点目が、組織規則の改正に伴い改正が必要
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となる三重県教育委員会教育長事務専決規則について、組織規則附則において所要の

改正を行う。この３点で、施行期日は平成２７年４月１日から施行するとしておりま

す。 

  ５ページに新旧対照表がございますので、ご覧ください。規則改正なり地教行法の

改正に関する条ずれがございますので、条ずれは省略させていただきますが、まず、

４条の内部組織のところで、改正案は２号のところに「教育政策課」を新設、課の再

編ということで予算経理課、学校施設課を再編して、「教育財務課」と「学校経理・

施設課」を置いております。あと、９号のところに「学力向上推進プロジェクトチー

ム」と置いておりますので、それぞれ現行は１４課ですが、改正案では１６の課とプ

ロジェクトチームという課の形になっております。 

  ６ページ、７ページで、それぞれ新しく設置する課の分掌事務を規定しております。

６条に教育政策課の分掌事務、８条に学校経理･施設課の分掌事務、１３条に学力向

上推進プロジェクトチームの分掌事務、１７条に保健体育課の分掌事務、全国高校総

体の準備に関することを加える。このようにですが、旧と見比べていただきますと、

教育政策課の分については、第５条の総務課の業務、分掌事務を削除しつつ、教育政

策課に移しております。学校経理･施設課については、それぞれ学校施設課の分掌事

務から替わっているということで、学校施設課の分掌事務が削除されております。 

  ８ページの第２５条をご覧ください。ここが少し組織改正とは異なる部分です。地

教行法の改正に伴いまして、新教育長が教育委員会の構成員かつ代表者となりますの

で、その代理を事務局職員ではなく、同じく教育委員会の構成員である教育委員が担

うことになります。しかしながら、その職務代理者となる教育委員が事務局を指揮監

督して事務の執行を行うことが困難な場合も想定されるということで、地教行法で職

務代理者は、その職務を教育委員会事務局職員に委任することが可能としております

ので、ここで職務代理者から委任された事務を副教育長が行う形の規定を置いており

ます。 

  ２７条が、それぞれ職の設置ですが、こちらは９ページの下の教育改革推進監、学

力向上推進監を廃止しております。また、並び順を変えている関係で、少し新旧の分

が増えておりますが、それを整理させていただいております。 

  １１ページに三重県教育委員会教育長事務専決規則の改正もございますが、こちら

も下の別表を見ていただきますと、教育改革推進監と学力向上推進監を廃止して、そ

れぞれ順番を少し並べ替えて改正案となっております。 

  ３ページに戻っていただき、経過措置についてご説明をさせていただきます。３ペ

ージの附則の２項に経過措置がございます。地教行法が改正されておりますが、なお

従前の例により教育長が在職する場合にあっては、改正後の三重県教育委員会事務局

組織規則第２５条の適用はせず、改正前の組織規則第２３条の規定は、なおその効力

を有する。先ほど説明させていただいた２５条ですが、このような経過措置を置いて

おります。 
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【質疑】 

委員長 

議案第７１号はいかがでしょうか。よろしいですか。 

岩崎委員 

これは組織編成の話ですから。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

・審議事項 

議案第７２号 三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則案  

（公開） 

(梅村教職員課長説明) 

  議案第７２号 三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則案 

  三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する案について、別紙のとおり

提案する。平成２７年３月２３日提出 三重県教育委員会教育長。 

  提案理由 三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則案につい

ては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第１項及び三重県教育委員

会権限委任規則第１条第１０号の規定により教育委員会の議決を要する。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  次の１ページが規則案で、２ページが規則案要綱、３ページ以降が新旧対照表です

ので、まず、２ページの規則案要綱をご覧ください。 

規則案要綱にありますように、改正理由としては、学校教育法に規定する主幹教諭

の設置を可能とすること、県立高等学校の学科を改編すること及び連携型中高一貫教

育を解消することに伴い、三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する必

要があるということで、改正内容は４点ございます。１点目が主幹教諭の設置を可能

とすること。２点目が県立高等学校の学科の改編。３点目が県立特別支援学校の学科

の廃止。４点目が連携型中高一貫教育の解消。この４点です。施行日は２７年４月１

日を予定しております。 

３ページの新旧対照表をご覧ください。まず、５１条を見ていただきますと、主幹

教諭を新たに設置するというところで、第１号に主幹教諭を加えまして、５６条につ

いても、頭に主幹教諭の職務を掲げております。「校長、教頭を助け、命を受けて校

務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。」

ということです。 

あと、６１条以降、６２条、６３条とございますが、こちらは主任等に関する規定

で、６１条を見ていただきますと、「ただし」のところですが、「当該主任等の担当

する校務を整理する主幹教諭を置くとき」ということで、この限りではないというこ

とで、主幹教諭が当該主任が担当する校務を整理した場合に主任を置かなくてもいい

という規定です。６２条６３条も同じ規定です。６４条は部の主事になれる者に主幹

教諭を加える改正でございます。 
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(長谷川高校教育課長説明) 

  続きまして、別表１に係る改正について説明をいたします。６ページをご覧くださ

い。 

別表１は、高等学校名・課程・学科及び専攻科を示しております。三重県立明野高

等学校の生産技術科を「生産科学科」に、経済科を「流通科学科」に改編し、また、

三重県立水産高等学校の海洋科、機関科をそれぞれ「海洋･機関科」に、水産製造・

増殖科を「水産資源科」に改編する内容です。これらに対応して別表１を改正させて

いただきます。 

(東特別支援教育課長説明) 

  続きまして、新旧対照表７ページをご覧ください。別表２に係る改正について説明

をいたします。 

  別表２は、特別支援学校に設置している部・科及び学科について示しております。

三重県立聾学校高等部理容科は、平成２６年度より生徒の募集を停止し、高等部理容

科在籍者がいなくなる平成２６年度末をもって廃科とすることから、これを別表２か

ら削除するものです。 

(長谷川高校教育課長説明) 

  続きまして、同じく７ページ別表３に係る改正について説明いたします。 

  別表３は、連携型中高一貫教育を行っている高等学校名及び中学校名を示しており

ます。三重県立白山高等学校は、津市立白山中学校、津市立美杉中学校と連携型中高

一貫教育を行っていますが、平成２６年度末をもって解消することから、これを別表

３から削除するものです。 

 

【質疑】 

委員長 

  議案第７２号はいかがですか。 

岩崎委員 

  最後の白山と美杉の中学・高校の連携解消というのは、今まで話を聞いていました

か。 

高校教育課長 

  平成２５年度、昨年度にお話をさせていただいたと思います。 

教育長 

  中高一貫をやめた後について説明して下さい。 

高校教育課長 

  中高一貫教育の解消後に、コミュニティ・スクールに移行するため、学校運営協議

会の指定の際に説明をいたしました。 

岩崎委員 

  思い出しました。 

委員長 

  よろしいですか。 
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教育長 

  指導教諭はいいんですね。 

教職員課長 

  県立学校は指導教諭を置いておりませんので、主幹教諭だけを置くこととさせても

らっています。 

教育長 

  それなら、置くときには入れるということですか。 

教職員課長 

  また置くときには改正をさせていただくことになります。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

・審議事項 

議案第６７号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則案 (公開) 

議案第６８号 教育長の営利企業等の従事許可の基準等に関する規則案 (公開) 

議案第６９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施 

行に伴う関係規則の整理に関する規則案 (公開) 

(荒木教育総務課長説明) 

  議案第６７号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則案 

  議案第６８号 教育長の営利企業等の従事許可の基準等に関する規則案 

  議案第６９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係規則の整理に関する規則案 

  それぞれの規則案について、別紙のとおり提案する。平成２７年３月２３日提出 

三重県教育委員会教育長。 

  提案理由 ただ今の、それぞれの規則案については、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１４条第１項及び三重県教育委員会権限委任規則第１条第１０号の

規定により、教育委員会の議決を要する。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  ３本の議案については、参考資料で説明させていただきますので、資料をご覧くだ

さい。 

  最初に、議案第６７号の教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則案は、三

重県教育委員会教育長の給与等に関する条例第８条第１項第３号の規定に基づき、教

育長が職務に専念する義務を免除されるにあたり、教育委員会の承認が必要な事項等

について定めた規則を制定するものです。 

  教育長が職務に専念する義務を免除する場合ということで、１として、職務と関連

を有する国又は他の地方公共団体の事業若しくは事務に従事する場合、２として、国

又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体の委嘱を受けて講演、講義等を行う

場合、３として、職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合等を規定するも

のです。 
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  続きまして、議案第６８号です。教育長の営利企業等の従事許可の基準等に関する

規則案でございます。改正地教行法において、今回、教育長が特別職になることで、

改正地教行法第１１条第７項において、教育長が営利を目的とする私企業等に従事す

るにあたり、教育委員会の許可が必要とされていることから、許可するにあたっての

基準等を規則で制定する必要がございます。 

  なお、下にございますが、同項において定める必要があるとされている従事許可が

必要な地位に関する人事委員会規則については、別途人事委員会が規則を制定すると

いうことになっております。 

  規則案では、許可する場合として、次のいずれかに当てはまる場合を除き、許可す

ることができるとしたいと考えております。１として、当該営利企業が、教育長の職

と特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合、２として、職務遂行に支障を及

ぼすと認められる場合、３として、その他全体の奉仕者である公務員が従事すること

を適当でないと認められる場合でございます。 

  また、教育長が報酬を得て事業又は事務に従事する場合においても、上記の規定を

準用します。 

  なお、これらの規定につきましては、いずれも知事部局の規定を準用させていただ

いているものです。 

  続きまして、議案第６９号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則案でございます。この規則案に

より、次の規則を改正したいと考えております。 

  まず、三重県教育委員会会議規則です。今回、教育委員長職がなくなるということ

に関して、ア 委員長の選挙に関する規定を削除します。イ 委員長の職務代理に関

する規定を削除し、新たに教育長の職務代理の指名等に関する規定等を整備します。 

  一方、ウですが、議事録の公表に関する規定の整備ということで、今回の法改正で

は、会議録の公表につきまして、公表するように努めなければならないという規定に

改正されました。それを踏まえ、三重県教育委員会においては、非公開のものを除い

て、基本的に会議録については公表しなければならないという義務規定を定めたいと

考えております。 

  ②の三重県教育委員会権限委任規則につきましては、教育委員のチェック機能の強

化ということで、改正地教行法第２５条第３項に基づき、教育長に委任された事務の

管理及び執行状況を教育委員会に報告することが義務づけられました。このことを踏

まえ、教育委員会に報告する時期等の規定を整備するものでございます。 

  現状におきましても、重要な案件については、適時、教育委員会定例会に報告させ

ていただいていますので、その趣旨を踏まえた改正内容を規定しています。 

  ③は、三重県教育委員会公印規則です。これは教育委員長印に関する規定を削除す

るものです。そのほか、三重県教育委員会傍聴人規則、三重県教育財産規則、三重県

教育委員会公告式規則については、例えば、委員長という名前を教育長に改めるもの

とか、法律の改正による条ずれを修正する改正をしたものです。 
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【質疑】 

委員長 

３案件はいかがですか。 

岩崎委員 

  現状では会議録の公開というのは、規定がなかったんですか。 

教育総務課長 

  規定がございませんでした。会議録の作成は規定がありますが、公開については規

定がないのが現状です。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

・審議事項 

議案第７０号 三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則の一部を改正する規 

則の一部を改正する規則案 （公開） 

(中西予算経理課長説明) 

議案第７０号 三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則の一部を改正する

規則の一部を改正する規則案 

  三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則の一部を改正する規則の一部を

改正する規則案について、別紙のとおり提案する。平成２７年３月２３日提出 三重

県教育委員会教育長。 

  提案理由 三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則の一部を改正する規

則の一部を改正する規則案については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第１項及び三重県教育委員会権限委任規則第１条第１０号の規定により教育

委員会の議決を要する。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  ページをめくっていただき、Ａ４横長の「三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関

する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則案」をご覧ください。 

  本県は、先だって平成２６年１２月１２日の定例会でご承認いただいた三重県高等

学校等修学奨学金の一部を改正する規則において改正を行った条文に、新たな改正を

加えるものです。改正するのは第１５条第３項で、この条文は奨学金を借りた人が保

護者又は連帯保証人を変更する際に提出が必要となる変更届けの提出要件について

定めたものです。従来の条文では、提出が必要となるのは奨学生と規定しております

が、この貸与の規則第２条の２において、奨学生とは修学奨学金を受けて高等学校等

に在学する者と規定しておりますので、このままの規定では奨学生であった者、つま

り過去に奨学生であったが、既に卒業している者等が対象にならないように解釈され

ることがあるのが分かりました。そのため、正確を期するため、今回新たに改正を行

うものです。 

  裏面をご覧いただきますと、２ページ目の要綱の改正の理由にご説明させていただ

きました旨を記載しております。 
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【質疑】 

委員長 

  議案第７０号はご質問よろしいですか。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

委員長 

議案第７７号 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正す 

る規則案 

議案第７８号 公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を 

改正する規則案 

議案第７９号 県立高等学校の現業職員の給与等に関する規則の一部を改正する規 

則案 

議案第８０号 平成二十七年改正給与条例附則第三項から第五項までの規定による 

給料に関する規則案 

議案第８１号 公立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第８２号 公立学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第８３号 公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第８４号 公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第８５号 公立学校職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正 

する規則案 

議案第８６号 公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正す 

る規則案 

議案第８７号 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規 

則案 

議案第８８号 公立学校の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改 

正する規則案 

議案第８９号 平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給

料に関する規則の一部を改正する規則案 

以上、１３の規則案については、公立学校職員等の給料及び手当に関連する条例改

正に伴う規則の制定及び改正であるため、一括して審議したいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 

－全委員が同意する。－ 

 

・審議事項 

議案第７７号 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正する 

規則案 （公開） 

議案第７８号 公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正 
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する規則案 （公開）  

議案第７９号 県立高等学校等の現業職員の給与等に関する規則の一部を改正する規 

則案 （公開） 

議案第８０号 平成二十七年改正給与条例附則第三項から第五項までの規定による給 

料に関する規則案 （公開） 

議案第８１号 公立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則案  

（公開） 

議案第８２号 公立学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則案  

（公開） 

議案第８３号 公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則案  

（公開） 

議案第８４号 公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則案 

（公開） 

議案第８５号 公立学校職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正す 

る規則案 （公開） 

議案第８６号 公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する 

規則案 （公開） 

議案第８７号 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

案 （公開） 

議案第８８号 公立学校の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正 

する規則案 （公開） 

議案第８９号 平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給料 

に関する規則の一部を改正する規則案 （公開） 

(紀平福利・給与課長説明)  

議案第７７号 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正 

する規則案 

議案第７８号 公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を 

改正する規則案 

議案第７９号 県立高等学校等の現業職員の給与等に関する規則の一部を改正する 

規則案 

議案第８０号 平成二十七年改正給与条例附則第三項から第五項までの規定による 

給料に関する規則案 

議案第８１号 公立学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第８２号 公立学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第８３号 公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第８４号 公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則案 

議案第８５号 公立学校職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正 

する規則案 

議案第８６号 公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正す 

る規則案 
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議案第８７号 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規 

則案 

議案第８８号 公立学校の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改 

正する規則案 

議案第８９号 平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定による給 

料に関する規則の一部を改正する規則案 

以上、１３の規則案について、別紙のとおり提案する。平成２７年３月２３日提出 

三重県教育委員会教育長。 

提案理由 １３の規則案については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第１項及び三重県教育委員会権限委任規則第１条第１０号の規定により教育委

員会の議決を要する。 

これが、この議案を提案する理由である。 

内容につきまして、横書きの参考資料により、順次、説明をさせていただきます。 

まず、議案第７７号ですが、改正内容と備考を合わせて補足して説明をさせていた 

だきます。主な改正内容は２つありますが、給料の調整額について所要の改正を行い 

ます。給料の調整額につきましては、右の備考欄をご覧ください。調整基本額に調整 

数を乗じた額となっております。この調整額は、特別支援学校の教育職員や小中学校 

の特別支援学級担任等の教諭、講師の職務の困難性に鑑み一律に支給をされておりま 

す。また、これは給料に準ずるものとして諸手当の額の基礎となっております。これ 

につきまして、義務教育費国庫負担金における給料の調整額の算定額の引き下げに伴 

い、給料の調整額に係る調整数を１.２５から１に改めるものです。 

少し補足して説明をさせていただきます。これは、メリハリのある給料体系の教員 

給与体系推進の見直しの一つとして行われるものです。特別支援教育につきましては、 

学校全体で進めていこうという流れもあることから、この手当につきましては、創設 

時の趣旨・目的など必要性についても薄れてきている部分があるのではということで、 

見直しが段階的に調整率について行われております。今回、現在は１.２５の調整数を 

１に改めるものです。 

２つ目として、人事委員会勧告の給与制度の総合的見直しによる給料表の改定、給 

料月額の引き下げ、及び新たな職の設置に伴い、調整基本額を下の表のように改正し 

ます。表中の給料表の「職務の級」というところをご覧ください。新たな職の方の区 

分を「特２級」として入れております。また、「改定幅」のところをご覧いただきま 

すと、４級の方がマイナス１００円ということで減額となります。 

丸の２つ目です。平日深夜に勤務した管理職員に、新たに管理職員特別勤務手当を 

支給することに伴い、手当額等について所要の改正を行います。管理職員特別勤務手 

当につきましては、右の備考欄にありますとおり、校長、教頭及び事務長が、臨時又 

は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合に支給 

をされております。これを平日の深夜についても支給できるようにします。額につい 

ては、それぞれ記載のとおりです。 

次に、第７８号です。これにつきましては、大きく４つ改正がございます。 

まず、人事委員会勧告の給与制度の総合的見直しによる給料表の改定、給料月額の 
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引き下げ、及び新たな職の設置に伴い、級別標準職務表、これは右欄にありますとお 

り職種ごとに職務の級を定めた表です。これと昇格時号給対応表、これは昇格した場 

合に、級号給に応じてどの号給に昇給するかを定めた表です。この２つの表について 

所要の改正を行います。例えばということで改正内容を書かせていただいております。 

級別標準職務表については、主幹教諭及び指導教諭は特２級とします。昇格時号給対 

応表では、高等学校等教育職給料表の方、今、１の５８の実習助手の方が、教諭兼実 

習助手になった場合、現行では２の３４となりますが、改正案では２の３３となりま 

す。 

２つ目、人事委員会勧告の給与制度の総合的見直しに伴い、５５歳を超える職員（高

齢層職員）の昇給を、勤務成績が特に良好な場合に限定する等の所要の改正を行いま

す。高齢層職員の昇給数については、その下の表にありますように、現在、例えば特

に良好な方は、３号給昇給しておりますが、改正案では１号給または昇給しないとい

う改正を行います。 

３つ目、初任給基準の読み替え規定の廃止に伴う初任給基準表の改正等所要の改正

を行います。現行では、右に書かせていただいておりますとおり初任給の号給を４号

上位に、規則の附則の中で読み替えて運用をしておりますが、読み替え規定を廃止し、

初任給基準表の初任給の号給を現行より４号給上位の号給として、初任給基準表の中

に規定をするものです。 

最後、４つ目、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い所要の改正

を行います。特定独立行政法人を行政執行法人に改めます。また、条項ずれに伴う所

要の改正を行います。 

議案第７９号、公立学校職員の給与制度の総合的見直しに準じた現業職員の給料表

の改定に伴い、昇格時号給対応表の改正を行います。例として、１－７０の現業職員

が昇格した場合、現行は２－３７となりますが、改正案では２－３８となります。 

議案第８０号、平成２７年改正給与条例附則第３項から第５項までの規定に基づき、

給料表の水準を平成２７年４月１日から引き下げることに伴う経過措置として支給す

る給料に関し、アとして、「切替日の前日に受けていた給料月額を経過措置額としな

い場合」や、イとして、「切替日以降の採用者に経過措置額を支給する場合の取扱い」、

その他所要の事項を定めます。補足をさせていただきます。この給与条例の改正では、

３月３１日の給料月額が、４月１日の給料月額よりも下がった場合は、一定の年数、

現給の保障が行われます。ただし、この内容ではうまく整合性が取れないものについ

て、この給与条例の附則第３号から第５号までを定めます。今回、規則では、例えば、

アの場合として他の職種へ異動される方、行政職から教育職、また、降格という形で

校長から教頭へということで給与が下がる場合があります。そういう場合や休職等の

期間がある職員、育児短時間勤務の方が、このアの場合にあたります。また、イの場

合は、人事交流という観点から、市町教委や附属学校から割愛採用として県教育委員

会にみえる方の給料についての取扱いを定めます。例としまして、平成２６年３月１

日から２７年８月３１日まで育児休業を取得する職員の場合、平成２６年３月１日の

給与の号給が２－４０の場合、平成２７年９月１日復職時の号給は、２－４８となり

ますが、この者の現給保障の号給は、２－４０ではなく、平成２７年３月３１日に復
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職をしたとして、２－４４の号給を保障する内容となっております。 

議案第８１号、単身赴任手当の基礎額について所要の経過措置（平成２７年度の基

礎額は２６，０００円、現行は２３，０００円）を講ずるとともに、交通距離の区分

の加算額を下の表のように改定します。単身赴任手当は、右の備考欄にありますよう

に、異動に伴い自宅から通勤することが困難であると認められる者のうち、単身で生

活することとなる職員に対して支給される手当です。この手当は、基礎額と加算額を

合わせた額が支給されております。今回、人事委員会勧告で、平成３０年４月１日ま

でに基礎額を３０，０００円に、加算額を５８，０００円を上限として段階的に引き

上げる旨の勧告がありましたので、基礎額について、２７年度は２６，０００円に、

加算額は下の表のように改正を行います。 

２つ目として、再任用職員に、新たに単身赴任手当を支給するため、所要の改正を

行います。 

議案第８２号、地域手当についての規定です。地域手当は、右の備考欄にあります

ように、地域によって生ずる生活費の差を調整するために支給される手当です。現行

は、三重県は一律４％となっております。人事委員会勧告で県内全域一律支給、平成

３０年４月１日までに段階的に４.５％に引き上げる旨の勧告がありました。このた

め、国の地域手当の級地区分等の見直しに伴い、各支給地域の級地区分及び支給割合

について所要の改正を行うとともに、支給割合について所要の経過措置を講じます。

例として県全域を６級地から７級地とします。経過措置として平成２７年度の支給割

合は４％とします。 

議案第８３号、特急料金等については、右の備考欄にありますように、特別急行料

金、高速道路料金等のことを指しています。県内の高速道路の延伸の状況等により、

転居を伴うことなく通勤できる環境が整ってきたことを踏まえた人事委員会勧告に基

づく改正内容です。特急料金等の支給要件を緩和することに伴い、所要の改正を行い

ます。特急等の利用の基準は、異動等に伴い特急等を利用しないで通勤するものとし

た場合における通勤距離が６０キロメートル以上若しくは通勤時間が９０分以上とな

っているが、異動等に伴うという要件を廃止します。 

４ページ、議案第８４号です。右をご覧ください。国が、メリハリある給与体系の

推進の一つとして特殊勤務手当の一つである教員特殊業務手当の算定額を引き上げた

ことによる改正で、教員特殊業務手当に係る義務教育費国庫負担金の算定額の引き上

げに伴い、所要の改正を行います。改正内容につきましては、非常災害時の児童生徒

の保護、緊急の防災・復旧など、また、修学旅行の引率、対外運動競技等引率、これ

らにつきましては、それぞれ業務の特殊性や困難性が高まっていることを踏まえて改

正を行うものです。また、表の下から２つ目の部活動指導手当につきましては、部活

動の顧問を担当する教職員の勤務時間が、担当をしていない教員に比べて多くなって

いるという教員の処遇を改善する観点からも、改正が行われたものです。いずれも、

現行の額に比べて２５％増の改正案となっております。 

議案第８５号、新たな職の設置に伴い、主幹教諭及び指導教諭の義務教育等教員特

別手当、これは優れた人材の確保のために人材確保法で制度化が求められた手当で、

教員の職の困難性に鑑み級号給に応じて定額を支給されており、現在は、給料の  
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１.５％相当の額となっております。この義務教育等教員特別手当の額について、所要

の改定を行います。 

議案第８６号、新たな職の設置に伴い、主幹教諭及び指導教諭の期末手当及び勤勉

手当の職務加算割合を１００分の１０とします。職務加算割合は、期末手当及び勤勉

手当において、職務に応じて加算する割合です。校長は１５％、教頭は１０％、教諭

は経験に応じて現在０～１０％と定めております。改正内容の２つ目として、新たな

評価制度の導入時期が知事部局の職員と公立学校職員で異なることから、公立学校職

員に評価制度が導入されるまでの間の規定を整備します。新たな評価制度の導入時期

については、公立学校職員は平成２８年４月１日、知事部局職員は平成２７年４月１

日となっております。 

５ページ、議案第８７号、新たな職の設置に伴い、主幹教諭及び指導教諭の退職手

当の調整額に係る職員の区分を第５号区分とします。退職手当については、基本額と

調整額を合わせた額を支給しております。基本額は退職時の給料月額に支給割合と調

整率を乗じたもの、調整額は在職する職員の区分に応じて定められる額の６０ヶ月分

となっております。これを改正案の表にありますように、主幹教諭、指導教諭につい

ては、５号区分として４３，３５０円とする内容です。 

議案第８８号、人事委員会勧告による若年層の給料月額の引き上げに伴い，非常勤

講師等の基本額の改定を行います。非常勤講師、非常勤の助手について、表にそれぞ

れ改定幅を書かせていただいております。講師については時間給、助手は日額で記載

をしています。 

最後、６ページ、議案第８９号、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行

に伴い、所要の改正を行います。特定独立行政法人を行政執行法人に改め、条項ずれ

に伴う所要の改正を行います。 

これらの規則案は、いずれも平成２７年４月１日から施行します。ただし、議案第

７８号の２つ目の丸の内容、高齢層職員の昇給数の改正規定については、平成２８年

４月１日から施行します。 

 

【質疑】 

委員長 

  １３の規則案ですが、一括でご意見、ご質問をお願いします。 

柏木委員 

  意見ですが、最初の議案第７７号の、特別支援学校の教職員への加算手当です。と

ても大切な仕事だと思いますが、今日、ちょうど人事で出てきた教諭の退職、最終的

に何の担任をしていたか、特別支援学級の教諭の退職は、結構多いと聞いています。

教諭の業務が非常に多い中で、退職金や年金の加算が受けられるという理由で、特別

支援学級の担任を希望する職員の希望を認める校長としての資質を問いたいと思う

し、何かの折に、特別支援学級の担任として何を最後にしたのかということを教えて

欲しいぐらいの気持ちがあります。最後に辞めるから特別支援学級を担任して、退職

金、年金の加算を受けたいというのは、人として分かりますが、それが理由では教育

として成り立たないと思うので、教諭の退職で最終の担任、なぜ辞めたのか、どこで
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辞めたのかというのを知りたいぐらいの気持ちです。意見です。 

委員長 

  ご意見だけでよろしいですか。 

柏木委員 

  はい。どうしようもないのは分かっているので。調べて下さいと言ったら調べてく

れるのでしたら、参考程度にお願いします。教諭で退職された方で、指導力不足など

で挙がってくる方が特別支援学級をいくつか転任した後に、指導力不足で挙がってく

る事例も過去にあったということなので、今日の定例会では、お金に係る事案がいろ

いろあったので、とても気になったので意見として申し上げます。どうしようもない

のは分かりますので。 

岩崎委員 

  私は、これは所要の改正ということで理解しますが、メリハリを付けることからい

うと、別の意味で特別支援学校の教員に対する調整基本額の話でいうと、特別支援教

育については、学校全体で進めていこうという流れもあり、勤務の特殊性が薄れつつ

あるという言い方をされましたが、メリハリをどうやってつけていくのかが、よく分

からない。それと評価の話が絡んでいくわけですよね。特別支援学校の場合、教員評

価をどのように今後やっていくのかが見えなくて、年度が明けてからの運用を、我々

としては見守るしかないかと思っているのが正直なところです。 

委員長 

  ご意見だけでよろしいですか。 

岩崎委員 

  何か教えていただけることがあれば。 

福利・給与課長 

  調整数につきましては、平成２０年度から調整数が２でしたが、１.５、１.４５と

いう形で今回、１になってきている背景があり、ただ、調整基本額は、このような形

で整理がなされてきております。ただしこれは給料に準じるものとして、すべての加

算基礎にもなっている現状でございます。 

委員長 

  私は特にありません。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

・審議事項 

議案第９０号 学校教育法施行細則の一部を改正する規則案 （公開） 

(釜須学校施設課長説明) 

議案第９０号 学校教育法施行細則の一部を改正する規則案 

学校教育法施行細則の一部を改正する規則案について、別紙のとおり提案する。平

成２７年３月２３日提出 三重県教育委員会教育長。 

提案理由 学校教育法施行細則の一部を改正する規則案については、地方教育行政 
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の組織及び運営に関する法律第１４条第１項及び三重県教育委員会権限委任規則第１ 

条第１０号の規定により教育委員会の議決を要する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 １ページが、その規則案の改正内容ですが、３ページが新旧対照表です。 

概要をご説明させていただきますので、先に５ページをご覧ください。改正点は大

きく３点ございます。まず、上のグループ、第７条から第２０条につきましては、今

回、書類の提出を追加したり、規定を削除したりするものです。第２点として、８号

様式から１８号様式までの各届出書の届出の根拠条文を追加するものです。第３点と

して、一番下のグループですが、第１号様式から第２１号様式について、宛先の敬称

を改正するものです。 

参考資料の７ページをご覧ください。横書きになりますが、公立学校の設置廃止等

にかかる届出書類一覧ということで、今回、幼稚園の設置につきましては、県への届

出ですが、根拠法令の一番下の段、学校教育法施行細則が今回、改正しようとするも

のです。その下の表を見ていただきますと、現行では、国の規則によって定められた

提出様式と県の細則で定めた提出様式をそれぞれ列記しており、これは両方の規則と

細則を見ないと、すべて提出する書式が分からないという不都合がございます。それ

を県の細則を見れば、すべて提出様式が列記してあるというように改正したいという

ことが、今回の改正理由です。 

幼稚園の設置と右の幼稚園の分校の設置は、ほぼ同じ内容です。それと、幼稚園設

置者変更、小中学校設置者変更においても、基本的に国の法律と県の細則で様式が指

定されておりますが、それを今回、細則を改正することにより細則だけで提出書類が

分かるようにしたいというものです。 

幼稚園の位置変更と小中学校の位置変更については、従来、県の細則で学則の提出

を求めておりましたが、普通、位置情報は条例で制定するものですから、学則には位

置情報が載っておりませんので、学則の提出は不要であろうということで、今回、提

出不要とさせていただくものです。 

次に、参考資料の９ページをご覧ください。これが変更点の２点目と３点目を具体

的に示した表です。届出書の学校教育法第４条の２（学校教育法施行令第２５条第１

号）の規定により、ということで根拠法令を明記させていただきました。 

変更点の３点目は、上を見ていただきますと「三重県教育委員会 宛て」、今まで

は「三重県教育委員会教育長 様」でしたが、これをすべて「宛て」に変えさせてい

ただきます。 

 

【質疑】 

委員長 

  ご意見、ご質問よろしいですか。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 
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・審議事項 

議案第９１号 三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定につい 

て (公開) 

(長谷川高校教育課長説明） 

議案第９１号 三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定につ

いて 

三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定について、別紙のと

おり提案する。平成２７年３月２３日提出 三重県教育委員会教育長。 

  提案理由 三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定につい

ては、三重県教育委員会権限委任規則第１条第２０号の規定により教育委員会の議決

を要する。 

これが、この議案を提出する理由である。 

資料の１ページが再指定の理由、委員の選定理由等です。２ページ、３ページが、

これまでの経緯と平成２６年度の取組です。 

１ページをご覧ください。今回、三重県立学校における学校運営協議会を設置する

学校、いわゆるコミュニティ・スクールに再指定する学校は白山高等学校です。白山

高等学校では、平成２５年４月１日に、この制度を導入しましたが、指定期間２年の

終了にあたり、今後も地域に開かれた信頼される学校づくりを積極的に進めていくた

めに、平成２７年４月１日付けで再指定をするものです。 

次に、２ページをご覧ください。白山高等学校では、中高一貫教育により白山・美

杉地域の中・高６年間の系統的なキャリア教育を推進してまいりましたが、連携中学

校から白山高等学校への進学率が１５％から２０％の間を推移する中で、中高一貫教

育による入試制度は平成２６年度で廃止し、地域密着型のキャリア教育を進めていく

ためにコミュニティ・スクールを導入したところです。 

平成２６年度に地域と連携した主な取組ですが、インターンシップをはじめ、中学

校との交流、地域の清掃活動や防災訓練などに、生徒・教員が参加しております。委

員の皆様には、授業や企業実習の様子を見ていただき、生徒には社会に出て必要な力

を意識させることが大切であるということなど、貴重なご意見をいただいているとこ

ろです。 

３ページをご覧ください。白山高等学校のコミュティ・スクールの今後の方向性で

すが、導入の２年間は、学校側が主導する形でコミュティ・スクールを進めてきまし

たが、今後は地域が主体となった取組の拡充や、地域の活性化に貢献する取組の創出

などに取り組むことで、地域を活性化できる生徒の育成につなげていきたいと考えて

おります。 

続きまして、４ページ、５ページは、学校から提出された学校運営協議会を設置す

る学校指定申請書と学校運営協議会委員推薦書です。学校から推薦された委員は、保

護者代表や地域代表で構成されていますが、この度、１３名のうち１０名は継続して

推薦され、新たに３名が推薦をされたところです。 

６ページは、白山高等学校が再指定された場合の指定書です。７ページから１３ペ

ージまでは、学校運営協議会を設置する学校に関する法令です。 



20 

 

三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定についての提案は、

以上でございます。 

 

【質疑】 

委員長 

  白山高校の再指定の依頼申請です。学校にとっては、学校運営協議会をつくるのは

手間暇が大変なのですか。 

高校教育課長 

  ２ページを見ていただきますと、平成２３年度、２４年度は文部科学省の指定を受

けまして、中高一貫教育とともにコミュティ・スクールを並行して研究を行っていた

経緯がございます。その中で、中高一貫教育を解消するにあたり、今まで中高一貫教

育で培われたような連携を、コミュニティ・スクールの中で、どのように発展させて

いったらいいかという研究を２年間しまして、その上で平成２５年度に指定をしまし

た。平成２５年度は、引き続き中高一貫教育の解消について、コミュニティ・スクー

ルの学校運営協議会の中でも議論をいただき、平成２６年度をもって解消しようとい

う結論をいただきました。実質、平成２６年度からコミュティ・スクールとしての活

動が活発になったと考えております。次の２年間が白山高校の学校運営協議会にとっ

ては、正念場であるかと思っております。 

委員長 

  ご意見よろしいですか。去年、私たち、学校運営協議会を見学しましたが、あのよ

うなことをイメージするのでしょうか。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

・審議事項 

議案第９２号 「三重県特別支援教育推進基本計画（仮称）」（案）について (公開) 

(東特別支援教育課長説明) 

議案第９２号 「三重県特別支援教育推進基本計画（仮称）」（案）について 

「三重県特別支援教育推進基本計画（仮称）」（案）について、別紙のとおり提案

する。平成２７年３月２３日提出 三重県教育委員会教育長。 

  提案理由 「三重県特別支援教育推進基本計画（仮称）」（案）については、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第１９号及び三重県教育委員会権限

委任規則第１条第１号の規定により教育委員会の議決を要する。 

これが、この議案を提出する理由である。 

「三重県特別支援教育推進基本計画（仮称）」（案）について、ご説明させていた

だきます。資料として冊子の本冊並びに概要版をお付けしています。 

本計画は、平成２６年１２月１２日の教育委員会定例会において、三重県特別支援

教育推進基本計画（仮称）中間案にかかるパブリックコメントの概要と、その意見を

反映した同計画最終案について報告をさせていただきました。 
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その後、平成２７年１月１５日の三重県教育改革推進会議第２部会並びに２月４日

の同会議全体会において同計画最終案の審議を行いました。会議においては、「審議

の内容が反映されて、充実した内容になっている」、「今後、具体的な取組の推進が

大切である」といったご意見を頂戴したところです。その上で、この計画案を取りま

とめさせていただきました。 

さらに、時点更新、字句修正、図表等のレイアウトを整備し、３月１０日の三重県

議会教育警察常任委員会において、「三重県特別支援教育推進基本計画（仮称）」（案）

を報告し、了承を得たところです。 

本計画は、インクルーシブ教育システムの構築に向け、平成２７年度から５年間の

特別支援教育の基本的なあり方や方向性を示したものとなっております。インクルー

シブ教育システムの構築に向けた基本的な考え方については、概要版の中段に示して

おりますのでご覧ください。障がいのある子どもと障がいのない子どもが、同じ場で

ともに学ぶことを基本としつつ、個別の教育的ニーズに対しては、最も的確に応える

学びの場において教育を実施すること、また、授業内容が分かり、学習活動に参加し

ている実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付け

ていけるかどうかが、最も本質的な視点であることを念頭に置く必要があると考えて

おります。 

教育改革推進会議においても、この視点を大切にし、取組を進めて欲しいというご

意見を頂戴しているところです。今後は、この計画に基づき、早期からの一貫した支

援の推進、学校種別の取組の充実、教員の専門性の向上に向けた取組など、具体的な

取組を進めていきたいと考えています。 

なお、この計画案についてご承認をいただきました場合、「三重県特別支援教育推

進基本計画」として公表するとともに、本県の特別支援教育の、なお一層の充実に向

けて取り組んでまいりたいと考えています。 

 

【質疑】 

委員長 

  時間をかけて練り上げていただいた本計画に対してご意見、ご質問はよろしいです

か。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

・審議事項 

議案第９４号 知事の補助職員等に対する教育委員会の権限の一部委任等に関する規 

則の一部を改正する規則案 （公開） 

(田中社会教育・文化財保護課長説明) 

  議案第９４号 知事の補助職員等に対する教育委員会の権限の一部委任等に関する

規則の一部を改正する規則案 

  知事の補助職員等に対する教育委員会の権限の一部委任等に関する規則の一部を
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改正する規則案について、別紙のとおり提案する。平成２７年３月２３日提出 三重

県教育委員会教育長。 

  提案理由 知事の補助職員等に対する教育委員会の権限の一部委任等に関する規

則の一部を改正する規則案については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第１項及び三重県教育委員会権限委任規則第１条第１０号の規定により教育

委員会の議決を要する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 ２ページをご覧ください。改正理由ですが、三重県立博物館、旧の博物館ですが、

設置根拠となります三重県立博物館条例につきまして、三重県総合博物館条例の施行

に伴い、平成２６年４月１９日に廃止され、博物館本来の機能はなくなりましたが、

旧博物館の土地及び建物は現存しているため、管理は引き続き環境生活部が行ってい

ます。更に、今後の利用等の検討についても環境生活部が行うこととなっているため、

環境生活部から、対外的にも根拠を明確にして欲しいとの要請がございまして、規則

の改正を行うものです。 

改正案につきましては、中段にございますように第２条第６項として、三重県立博

物館の管理に関する事務を環境生活部長に委任する規定を、新たに整備するものです。 

 

【質疑】 

委員長 

  第９４号は、説明どおりでよろしいですか。 

 

【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

・審議事項 

議案第９５号 第三次三重県子ども読書活動推進計画（案）について (公開) 

(田中社会教育・文化財保護課長説明) 

議案第９５号 第三次三重県子ども読書活動推進計画（案）について 

第三次三重県子ども読書活動推進計画（案）について、別紙のとおり提案する。平

成２７年３月２３日提出 三重県教育委員会教育長。 

  提案理由 第三次三重県子ども読書活動推進計画（案）については、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第２３条第１９号及び三重県教育委員会権限委任規則

第１条第１号の規定により教育委員会の議決を要する。 

これが、この議案を提出する理由である。 

１ページをご覧ください。まず、「１ 経緯」の最後の段落にございますように、

２月１８日の本定例会におきまして、最終案としてご報告させていただいた後、３月

１０日に県議会教育警察常任委員会へ報告したところですが、その際に特段の意見は

ございませんでした。 

かいつまんで計画の概要をご説明させていただきますと、第三次計画は、平成２７

年４月から、概ね５年間を計画期間としております。 
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「２ 第二次計画の成果と課題」としまして、公立図書館における児童書の貸出冊

数の目標数値達成、小中学校における読書ボランティアとの連携などの成果は上がっ

ているものの、（１）、（２）、（３）に、家庭、地域、学校等においての課題は残

っているとしています。 

これに対しまして、「３ 第三次計画の基本的な方針」といたしまして、２ページ

にございますように、（１）家庭、地域、学校等における、読書環境の整備、読書機

会の提供、読書活動の啓発の３つの観点に沿った取組を相互に連携・協力し社会全体

で促進、（２）家庭、地域、学校等の取組を支援するための助言や情報提供、（３）

子どもの読書活動の意義について県民の理解を深めるための広報啓発活動を行ってい

くとしています。 

「４ 三重県独自の取組方向」としまして、（１）、（２）の２つの取組方向を掲

げ、基本方針と組み合わせて「５ 各主体別の主な方策」において、家庭、地域、学

校等、主体別に主な方策を掲げております。（１）家庭においては、大人も一緒に読

書に親しむ「ファミリー読書」の推進や、保護者の方に読書の意義について理解を深

める事業への参加促進、（２）地域においては、公立図書館等を核として、地域の様々

な主体が連携・協力して事業を実施するということで、例えば、体験講座やブックト

ーク等複合的な活動、また、読書ボランティアの養成を掲載しております。（３）学

校等においては、ビブリオバトルや調べ学習等の推進、公立図書館や読書ボランティ

ア等と連携した読み聞かせ等、読書に親しむ機会を充実させるとしています。 

「６ 県及び市町における子どもの読書活動推進体制」としまして、それぞれの計

画において具体的な目標とその達成状況についての点検及び評価、また、学校、図書

館、民間団体等が連携できる体制整備の支援が必要であるとしています。 

「７ 成果指標について」は、４ページに指標、目標数値を掲げていますが、家庭、

地域、学校の各主体の読書活動の実態をより表す指標として７項目を設定、「みえの

学力向上県民運動」との連携をより強化するために、成果指標に「全国学力・学習状

況調査」の質問項目を設定し、目標数値については全国平均以上を目指すとしていま

す。 

「８ 計画策定後の対応」といたしまして、市町教育委員会に対して、第三次計画

の普及啓発、市町の計画策定、見直し、取組の推進が図られるよう、情報提供や助言

を行ってまいります。 

なお、庁内の健康福祉部子ども・家庭局より、本冊の１３ページに民間との連携・

協力の事例として、企業による地域貢献活動の取組として、民間企業から保育所等に

対して本が寄附された事例を載せて欲しいという要請がございまして、新たに載せて

おります。字句、体裁の修正等を除き、この他に本冊の変更はございません。 

 

【質疑】 

委員長 

  議案第９５号について、ご意見、ご質問はよろしいですか。 
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【採決】 

  －全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 


